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規 則

令和 4年 6月に支給する高知県議会議員の期末手当における特

例措置に関する規則をここに公布する。

令和 4年 3月25日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第 9号

令和 4年 6月に支給する高知県議会議員の期末手当にお

ける特例措置に関する規則

（趣旨）

第 1条　高知県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例及び知事等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正

する条例（令和 4年高知県条例第 4号。以下「改正条例」とい

う。）附則第 2項及び第 3項の規定に基づき、令和 4年 6月に

支給する高知県議会議員の期末手当における特例措置に関し必

要な事項を定めるものとする。

（改正条例附則第 3項の知事が議会の議長と協議して規則で定

める条例）

第 2条　改正条例附則第 3項の知事が議会の議長と協議して規則

で定める条例は、次に掲げる条例とする。

( 1 )　職員の給与に関する条例（昭和29年高知県条例第34号）

( 2 )　公立学校職員の給与に関する条例（昭和29年高知県条例

第37号）

( 3 )　警察職員の給与に関する条例（昭和29年高知県条例第15

号）

( 4 )　技能職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和32年

高知県条例第56号）

( 5 )　企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年

高知県条例第49号）

（特定の者の令和 4年 6月に支給する期末手当の特例）

第 3条　令和 3年12月 2 日から令和 4年 6月 1日（同日前 1月以

内に辞職し、失職し、除名され、又は死亡した者にあっては、

当該辞職し、失職し、除名され、又は死亡した日）までの間に

新たに高知県議会議員となった者で、知事が議会の議長と協議

して一般職の職員との権衡上特に必要があると認めるものにつ

いては、知事が議会の議長と協議して、その者に令和 4年 6月

に支給する期末手当の額について必要な調整を行うことができ

る。

（端数計算）

第 4条　改正条例附則第 2項に規定する調整額に 1円未満の端数

を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

令和 4年 6月に支給する知事等の期末手当における特例措置に

関する規則をここに公布する。

令和 4年 3月25日

高知県知事　濵田　省司

高知県規則第10号

令和 4年 6月に支給する知事等の期末手当における特例

措置に関する規則

（趣旨）

第 1条　高知県議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関

する条例及び知事等の給与、旅費等に関する条例の一部を改正

する条例（令和 4年高知県条例第 4号。以下「改正条例」とい

う。）附則第 2項及び第 3項の規定に基づき、令和 4年 6月に

支給する知事等（知事等の給与、旅費等に関する条例（昭和28

年高知県条例第12号）別表第 1 及び別表第 2 に掲げる者をい

う。第 3条において同じ。）の期末手当における特例措置に関

し必要な事項を定めるものとする。

（改正条例附則第 3項の規則で定める条例）

第 2条　改正条例附則第 3項の規則で定める条例は、次に掲げる

条例とする。

( 1 )　職員の給与に関する条例（昭和29年高知県条例第34号）

( 2 )　公立学校職員の給与に関する条例（昭和29年高知県条例

第37号）

( 3 )　警察職員の給与に関する条例（昭和29年高知県条例第15

号）

( 4 )　技能職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和32年

高知県条例第56号）

( 5 )　企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年

高知県条例第49号）

（特定の者の令和 4年 6月に支給する期末手当の特例）

第 3条　令和 3年12月 2 日から令和 4年 6月 1日（同日前 1月以

内に辞職し、失職し、又は死亡した者にあっては、当該辞職

し、失職し、又は死亡した日）までの間に新たに知事等となっ

た者で、知事が一般職の職員との権衡上特に必要があると認め

るものについては、その者に令和 4年 6月に支給する期末手当

の額について知事が必要な調整を行うことができる。

（端数計算）

第 4条　改正条例附則第 2項に規定する調整額に 1円未満の端数

を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

人 事 委 員 会 規 則

令和 4年 6月に支給する期末手当における特例措置に関する規

則をここに公布する。

令和 4年 3月25日

高知県人事委員会委員長　秋元　厚志

高知県人事委員会規則第 7号

令和 4年 6月に支給する期末手当における特例措置に関

する規則

（趣旨）

第 1条　この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正す

る条例（令和 4 年高知県条例第 6 号。以下「改正条例」とい

う。）附則第 2項から第10項までの規定に基づき、令和 4年 6

月に支給する期末手当における特例措置に関し必要な事項を定

めるものとする。

（改正条例附則第 3項等の人事委員会規則で定める条例）

第 2条　改正条例附則第 3項の人事委員会規則で定める条例は、

次に掲げる条例とする。

( 1 )　公立学校職員の給与に関する条例（昭和29年高知県条例

第37号。以下「学校職員の条例」という。）

( 2 )　警察職員の給与に関する条例（昭和29年高知県条例第15

号。以下「警察職員の条例」という。）

( 3 )　技能職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和32年

高知県条例第56号。以下この条において「技能職員の条例」

という。）

( 4 )　企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和41年

高知県条例第49号。以下「企業職員の条例」という。）

2　改正条例附則第 6項の人事委員会規則で定める条例は、次に

掲げる条例とする。
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( 1 )　職員の給与に関する条例（昭和29年高知県条例第34号。

以下「一般職員の条例」という。）

( 2 )　警察職員の条例

( 3 )　技能職員の条例

( 4 )　企業職員の条例

3　改正条例附則第 9項の人事委員会規則で定める条例は、次に

掲げる条例とする。

( 1 )　一般職員の条例

( 2 )　学校職員の条例

( 3 )　技能職員の条例

( 4 )　企業職員の条例

（他の給与条例適用職員等であった者から引き続き新たに職員

となった者についての特例）

第 3条　改正条例附則第 3項の規定により読み替えて適用する改

正条例附則第 2項、改正条例附則第 6項の規定により読み替え

て適用する改正条例附則第 5項及び改正条例附則第 9項の規定

により読み替えて適用する改正条例附則第 8項の人事委員会規

則で定める者は、期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和38

年高知県人事委員会規則第31号）第 6条第 1項第 1号から第 3

号までに掲げる者（次項において「他の給与条例適用職員等」

という。）とする。

2　改正条例附則第 3項の規定により読み替えて適用する改正条

例附則第 2項、改正条例附則第 6項の規定により読み替えて適

用する改正条例附則第 5項及び改正条例附則第 9項の規定によ

り読み替えて適用する改正条例附則第 8項の人事委員会規則で

定める額は、令和 3年12月 2 日から令和 4年 6月 1日（同月に

支給する期末手当について改正条例第 1条の規定による改正後

の一般職員の条例第21条第 1項後段若しくは第26条第 6項、改

正条例第 4条の規定による改正後の学校職員の条例第22条第 1

項後段若しくは第27条第 6項又は改正条例第 5条の規定による

改正後の警察職員の条例第21条第 1項後段若しくは第26条第 7

項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失

職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。）までの間に

おける職員と他の給与条例適用職員等との間の人事交流等がな

く、引き続き職員又は他の給与条例適用職員等として基準日ま

で在職したものとして、当該職員又は当該他の給与条例適用職

員等に係る給与に関する条例又は規程の改正条例附則第 2項、

第 5項又は第 8項の規定に相当する規定の例による改正条例附

則第 2項、第 5項又は第 8項に規定する調整額に相当する額と

する。

（改正条例附則第 4項等の人事委員会規則で定める条例）

第 4条　改正条例附則第 4項、第 7項及び第10項の人事委員会規

則で定める条例は、次に掲げる条例とする。

( 1 )　一般職員の条例

( 2 )　学校職員の条例

( 3 )　警察職員の条例

( 4 )　企業職員の条例

（特定の職員の令和 4年 6月に支給する期末手当の特例）

第 5条　令和 3年12月 2 日から基準日までの間に職員派遣（公益

的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成13年高知県条例

第51号）第 2条第 3項第 1号に規定する職員派遣をいう。）か

ら職務に復帰した職員その他の職員で、任命権者が部内の他の

職員との権衡上特に必要があると認める職員については、任命

権者が人事委員会と協議して、その者に令和 4年 6月に支給す

る期末手当の額について必要な調整を行うことができる。

（端数計算）

第 6条　改正条例附則第 2項、第 5項又は第 8項に規定する調整

額に 1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものと

する。

（雑則）

第 7条　この規則に定めるもののほか、令和 4年 6月に支給する

期末手当における特例措置の実施に関し必要な事項は、人事委

員会が別に定める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。
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職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

令和 4年 3月25日

高知県人事委員会委員長　秋元　厚志

高知県人事委員会規則第 8号

職員の給与の支給等に関する規則の一部を改正する規則

職員の給与の支給等に関する規則（昭和31年高知県人事委員会規則第 3号）の一部を次のように

改正する。

別表第 1の 2を次のように改める。

2　回転翼航空機に搭乗する職員の特殊勤務手当（回転翼航空機搭乗手当）

支給の対象

職員が、消防防災等の業務の

ため、回転翼航空機に搭乗し

たとき。

備考

1　職員の条例第13条第 2項の表備考 1の人事

委員会規則で定める特殊条件下の業務は、次

のとおりとする。

ア　30分以上にわたる海上での捜索救難業務

イ　夜間（日没時から日出時までの間）にお

ける飛行業務

ウ　ホバリングをして行う吊
つ

り上げ救助業務

（訓練を含む。）

2　職員の条例第13条第 2項の表備考 2の人事

委員会規則で定める著しく危険な業務に従事

した日は、捜索救難（訓練を含む。）の業務

のために、飛行中の回転翼航空機から降下し

た職員について、当該降下した日とする。
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別表第 3 の20の表中「航空法第24条の規定による操縦士」を「航空法（昭和27年法律第231号）

第24条の規定による操縦士」に改める。

別表第 4の表中

勤 務 箇 所

消防政策課及び

警察本部

勤務箇所

警察本部及び警

察署

警察本部

警察本部及び警

察署

調整数

3

1

調整数

1

3

1

1

「

「

「

「

を

に、

を

に改める。

附　則

この規則は、公布の日から施行する。

」

」

」

」

職　　　　　　　　　　　　員

( 1 )　回転翼航空機の操縦業務に直接従事するこ

とを本務とする職員

( 2 )　回転翼航空機の整備業務に直接従事するこ

とを本務とする職員

職員

青少年の補導業務に直接従事することを本務とす

る少年補導職員

( 1 )　回転翼航空機の操縦業務に直接従事するこ

とを本務とする職員

( 2 )　回転翼航空機の整備業務に直接従事するこ

とを本務とする職員

青少年の補導業務に直接従事することを本務とす

る少年補導職員

職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

令和 4年 3月25日

高知県人事委員会委員長　秋元　厚志

高知県人事委員会規則第 9号

職員の育児休業等に関する規則の一部を改正する規則

職員の育児休業等に関する規則（平成11年高知県人事委員会規

則第24号）の一部を次のように改正する。

第 2条中「第 2条第 4号ア(ウ)」を「第 2条第 4号ア(イ)」に

改める。

第12条の 2 中「第23条第 2 号イ」を「第23条第 2 号」に改め

る。

附　則

この規則は、令和 4年 4月 1日から施行する。
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